




(景観まちづくり協定区域)



出石町一丁目地区景観まちづくり協定書

この協定は、出石町一丁目地区に現存する歴史的建築物等を保存・活用し、歴史的街並みにふさわしい住環境（建築物

及びその敷地）の整備・改善を図ることを目的とします。

この協定は、出石町一丁目地区景観まちづくり協定（以下「協定」という）と称します。

この協定の対象となる区域は出石町一丁目及び弓之町の一部とし、別図に示す区域とします。

この協定は、前条に定める区域内の土地所有者及び借地権者等（以下「所有者等」という）の３分の２以上の合意により

締結します。（以下協定を締結したものを「協定者」という）

2　この協定締結後においても、協定区域内の所有者等は、申し出により新たに協定者に加わることができます。

和風、洋風の伝統的建築物が混在して残る出石町の街なみに合わせて、協定者は、建築物等について新築、増改築、改

修等を行う場合、別図に示す区域において次に定める基準に適合するよう努めるものとします。

○外壁の色彩は原色を避け、白、黒、茶色系統を基調とし、伝統的建築物等が醸しだす出石町の街なみ景観と調和を図

るものとする。

○建築物の階数は地上３階までを原則とし（商業地域は除く）、景観として調和のある出石町の街なみをつくっていくもの

とする。

○和風デザインの建築物の屋根は、原則として傾斜屋根とし、黒色系の日本瓦もしくは、同程度の仕上げにし、洋風デザ

インの建築物の屋根は、黒、茶系統を基調とする落ち着いた色とする。

○看板の大きさ、デザイン、色彩は出石町の街なみ景観に調和したものとする。

○屋外の道路に面する工作物（エアコン室外機・ガスボンベなど）については、木・竹・植栽などで目隠しを行うものとする。

○敷地内には植樹をできるだけ行い、季節の草花が楽しめるよう工夫していくものとする。

協定に沿って整備された住宅等にあっては、前条に規定する整備内容等が保持されるよう維持管理に努めるものとします。

岡山市が「出石町地区街なみ環境整備事業計画」に基づいて整備した地区施設等について、協定者が維持管理を行う

場合、当該協定者は適正な維持管理を行うこととします。

協定者は、協定の運営に関する事項を処理し、街なみ整備を推進するための事務を、協定の対象区域の代表者等により

構成される出石町一丁目地区まちづくり推進協議会に設置されるまちなみ委員会に委任します。なお、まちなみ委員会の

委員の過半数は協定者の中より選出されることとします。

2　まちなみ委員会は、協定者より届出があった内容について、この協定に基づき指導及び助言を行うことができます。

3　まちなみ委員会は、対象区域内の協定者以外の者が建築行為等を行う場合、協定者以外の者に歴史的街並みにふさ

わしい住環境の整備・改善を図るよう要請に努めるものとします。

4　その他、まちなみ委員会の運営については、規約で定めます。

この協定に関わる協定地区、住宅（事務所・店舗等を含む。）等の整備に関する事項その他の事項を変更または廃止しよ

うとするときには協定者の３分の２以上の合意によらなければなりません。

協定者は、この協定を守らなければなりません。

2　協定者は、区域内において建築物等（住宅・店舗等を含み、歴史的建築物であるか否かを問わない。）の新築・増改築・

改修・解体等を行う場合、第８条に定めるまちなみ委員会に対して事前に届出を行い、指導・助言を受けるものとします。

協定の有効期間は、効力が発生した日から10年間とし、その後は第６条及び第７条に定める地区内の住宅等及び地区施

設等の維持管理の必要性等を勘案して委員会が定めます。

この協定に規定するもののほか、必要な事項は別に定めます。
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｢出石町一丁目地区景観まちづくり協定｣に
沿った建築物等の新築･増改築･改修等によ
り魅力ある街なみ形成を進めてください。



〒700-8544　岡山市大供一丁目１番１号

　Tel.(086)803-1373　Fax.(086)803-1741
　E-mail:toshikeikaku@city.okayama.lg.jp

岡山市都市整備局 都市･交通部
都市計画課 都市景観係

　次の項目に該当する整備をまちづくり協定区域内において「景観まちづくり協定」及び「岡山市街なみ環境整備事

業における修景施設整備補助金交付要綱」等に沿って行う場合は、補助の対象となります。

　各項目の補助限度額は、補助対象経費の３分の２以内で、かつ下記限度額を上限とします。ただし補助金の合計

は同一敷地ごとに200万円を上限とします。
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